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     部活動等におけるお子様への個別連絡等に係る対応について（お知らせ） 

 

 平素より本校の教育活動に対し、格別のご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、部活等における教職員から生徒への個別連絡等については、これまでは県の指針に従っ

て保護者様の承諾を得た上で校長の管理下のもと教職員が携帯電話番号等の取得及び利用を行っ

ておりましたが、このたび安全性と透明性向上の観点から、県教育委員会より下記のとおり新た

な運用方法が全県立学校に示されました。 

つきましては、これについて皆様にお知らせしますとともに、ご理解ご協力のほどお願い申し

上げます。 

記 

 

１ 教職員個人が部活動指導等について継続的に連絡等を行う必要がある場合の運用 

【現行】 

当該生徒の保護者の承諾を得たうえで管理職の事前承認を受けて取得した、携帯電話番

号やメールアドレスを利用 

※メールでの連絡については他の教職員や保護者に同報連絡を行い、教職員と生徒とが一対 

一のやりとりを行わないこととしている。 

【変更後】 

公用のアカウントによる Googleクラスルーム又は Googleチャットを利用 

※1 Googleクラスルーム又は Googleチャットには、管理者に相当する教職員を複数名設定 

し、教職員と生徒との一対一のやりとりは行わない。 

※2 Googleクラスルーム又は Googleチャットはいずれも教育利用を目的としたアプリケ 

ーションであり、すでに利用を行っているものであることから、利用についての保護者へ

の事前承諾は割愛する。 

 

２ 変更後の運用の開始時期 

   移行準備期間；令和７年 12 月末まで 

   完全移行  ；令和８年１月当初から 

 

３ その他 

⑴  生徒の安全や進路決定に関する支援など、職務上、生徒の帰宅後等に個別に連絡を行う必

要がある場合は、保護者等が指定した連絡先（携帯電話番号等）に連絡する場合があります。 

⑵  上記の場合を除き、教職員個人が生徒個人の携帯電話番号、メールアドレス（教育委員会

が付与しているものを除く。）又はＳＮＳアカウント等を取得することはありません。 

⑶  学校から一斉連絡をする場合のスクールメール、ホームページの運用は従来どおりです。 

                             

【担当】教頭 武藤・佐々木 

TEL 0852-21-4888  


